
□ １ なし □ ２ 医師 □ ３ 看護職員 □ ４ 介護職員 □ １　なし

□ ５ 理学療法士 □ ６ 作業療法士 □ ７ 言語聴覚士 □ ２　あり

高齢者虐待防止措置実施の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

業務継続計画策定の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

□ ４　通常規模の事業所(病院・診療所) 時間延長サービス体制 □ １ 対応不可 □ ２ 対応可

□ ７　通常規模の事業所(介護老人保健施設) ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 □ １ なし □ ２ あり

□ Ａ　通常規模の事業所(介護医療院) 入浴介助加算 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ Ｄ　大規模の事業所(病院・診療所) ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算 □ １ なし □ ３ 加算イ □ ６ 加算ロ □ ８ 加算ハ

□ 16 通所リハビリテーション □ Ｅ　大規模の事業所(介護老人保健施設)

□ Ｆ　大規模の事業所(介護医療院)

□ Ｇ　大規模の事業所(特例)(病院・診療所) 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

□ Ｈ　大規模の事業所(特例)(介護老人保健施設) 生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 □ １ なし □ ２ あり

□ Ｊ　大規模の事業所(特例)(介護医療院) 若年性認知症利用者受入加算 □ １ なし □ ２ あり

栄養アセスメント・栄養改善体制 □ １ なし □ ２ あり

口腔機能向上加算 □ １ なし □ ２ あり

中重度者ケア体制加算 □ １ なし □ ２ あり

科学的介護推進体制加算 □ １ なし □ ２ あり

移行支援加算 □ １ なし □ ２ あり

サービス提供体制強化加算 □ １ なし □ ５ 加算Ⅰ □ ４ 加算Ⅱ □ ６ 加算Ⅲ

□ １ なし □ ７ 加算Ⅰ

□ ８ 加算Ⅱ □ ９ 加算Ⅲ □ Ａ 加算Ⅳ □ Ｂ 加算Ⅴ(１)

□ Ｃ 加算Ⅴ(２) □ Ｄ 加算Ⅴ(３) □ Ｅ 加算Ⅴ(４) □ Ｆ 加算Ⅴ(５)

□ Ｇ 加算Ⅴ(６) □ Ｈ 加算Ⅴ(７) □ Ｊ 加算Ⅴ(８) □ Ｋ 加算Ⅴ(９)

□ Ｌ 加算Ⅴ(１０) □ Ｍ 加算Ⅴ(１１) □ Ｎ 加算Ⅴ(１２) □ Ｐ 加算Ⅴ(１３)

□ Ｒ 加算Ⅴ(１４)

□ １ なし □ ２ 医師 □ ３ 看護職員 □ ４ 介護職員 □ １　なし

□ ５ 理学療法士 □ ６ 作業療法士 □ ７ 言語聴覚士 □ ２　あり

高齢者虐待防止措置実施の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

業務継続計画策定の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 □ １ なし □ ２ あり

若年性認知症利用者受入加算 □ １ なし □ ２ あり

□ １　病院又は診療所 栄養アセスメント・栄養改善体制 □ １ なし □ ２ あり

□ 66 介護予防通所 □ ２　介護老人保健施設 口腔機能向上加算 □ １ なし □ ２ あり

リハビリテーション □ ３　介護医療院

科学的介護推進体制加算 □ １ なし □ ２ あり

サービス提供体制強化加算 □ １ なし □ ５ 加算Ⅰ □ ４ 加算Ⅱ □ ６ 加算Ⅲ

□ １ なし □ ７ 加算Ⅰ

□ ８ 加算Ⅱ □ ９ 加算Ⅲ □ Ａ 加算Ⅳ □ Ｂ 加算Ⅴ(１)

□ Ｃ 加算Ⅴ(２) □ Ｄ 加算Ⅴ(３) □ Ｅ 加算Ⅴ(４) □ Ｆ 加算Ⅴ(５)

□ Ｇ 加算Ⅴ(６) □ Ｈ 加算Ⅴ(７) □ Ｊ 加算Ⅴ(８) □ Ｋ 加算Ⅴ(９)

□ Ｌ 加算Ⅴ(１０) □ Ｍ 加算Ⅴ(１１) □ Ｎ 加算Ⅴ(１２) □ Ｐ 加算Ⅴ(１３)

□ Ｒ 加算Ⅴ(１４)

給付体制届・一覧表以外の必要資料

感染症又は災害の発生を理由とする
利用者数の減少が一定以上生じてい
る場合の対応

□ １ なし □ ２ あり

必ず届出が必要
※新たな届出がない場合は
「１：減算型」とみなす

３％加算又は規模特例を適用する場合
※令和6年3月31日減少分をもって終
了
※延長して算定する場合のも算定可能

「感染症又は災害の発生を理由とする
通所介護等の介護報酬による評価届出
様式」
・算定区分確認票（特例を適用しない場
合）
・感染症又は災害の発生を理由とする通所
介護等の介護報酬により評価届出様式（特
例を適用する場合）

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 提出が必要となる場合

介護職員等処遇改善加算

職員の欠員による減算の状況

なし
※各事業所において基準上必要な
措置を行うこと

必ず届出が必要
※新たな届出がない場合は
「１：減算型」とみなす

なし
※各事業所において基準上必要な
措置を行うこと

別紙22及び別紙22-2

１ なし □ ２ あり

別紙14-3算定区分を変更する場合
※なしの場合は不要

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算に係る
医師による説明

□

新たに算定する場合

別紙24新たに算定する場合

職員の欠員による減算の状況

必ず届出が必要
※新たな届出がない場合は
「１：減算型」とみなす。

なし
※各事業所において基準上必要な
措置を行うこと

必ず届出が必要
※新たな届出がない場合は
「１：減算型」とみなす。

なし
※各事業所において基準上必要な
措置を行うこと

介護職員等処遇改善加算

一体的サービス提供加算 □ １ なし □ ２ あり


